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令和３年第２回西予市議会定例会総務常任委員会会議録 

 

１．開催日時 令和３年６月１７日 

１．開催場所 西予市議会第３委員会室 

１．開  会 令和３年６月１７日 

       午後１時００分 

１．閉  会 令和３年６月１７日 

       午後３時４６分 

１．出 席 委 員        

   委員長  源  正樹 

   副委員長 井関 陽一 

   委員   河野 清一 

   委員   佐藤 恒夫 

   委員   森川 一義 

   委員   酒井宇之吉 

１．欠 席 委 員 

   なし 

１．出席説明員 

 (総務部) 

   総務部長     山住 哲司 

   総務課長     一井 健二 

   総務課長補佐   安岡 克敏 

   総務課長補佐   麓  寿春 

   危機管理課長   谷川 和久 

   危機管理課長補佐  三好 栄治 

   危機管理課係長  片山 大輔 

   財政課長     宇都宮明彦 

   財政課長補佐   沖野 貴洋 

 (政策企画部) 

   政策企画部長   下澤 広幸 

   まちづくり推進課長  長野 静香 

   まちづくり推進課長補佐  清家 昌弘 

   土居公民館係長  稲田亜紀夫 

   政策推進課長   宮中 英希 

   政策推進課長補佐  末盛 桂子 

   情報推進室長   上甲 宏之 

   政策推進課係長  清家 祐一 

 (教育部) 

   教育部長     宇都宮 裕 

   教育総務課長   山崎 徳博 

   教育総務課長補佐  原井川英一 

   教育総務課係長  中井 圭介 

   学校教育課長   滝澤  洋 

   学校教育課長補佐  松崎 美智 

   学校教育課係長  池田 瑞恵 

   生涯学習課長   竹内 克之 

   生涯学習課係長  中村奈央子 

   城川教育課長   伊井 健一 

(消防本部) 

   消防本部消防長  酒井 広一 

   西予消防署長   山本 清久 

   消防総務課長   宇都宮憲治 

   防災課長     坂本 弘治 

   野村支署長    大西 信介 

１．出席議会事務局職員 

   書記    山下みさと 

１．会議に付した事件 

議案第５３号 西予市職員の特殊勤務手当に関

する条例の一部を改正する条例

制定について 

議案第５５号 辺地に係る公共的施設総合整備

計画の変更について 

議案第５６号 辺地に係る公共的施設総合整備

計画の変更について 

議案第６０号 令和３年度西予市一般会計補正

予算(第４号) 

議案第６３号 令和３年度西予市一般会計補正

予算(第５号) 

１．会 議 の 経 過  別紙のとおり 
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開会 午後１時 00 分 

○井関副委員長 

これより令和３年第２回総務常任委員会を開催

いたします。 

開会に当たりまして委員長より挨拶があります。 

〇源委員長 

委員長が挨拶を行う。 

○井関副委員長 

次に、山住総務部長より挨拶をお願いいたしま

す。 

〇山住総務部長 

挨拶を行う。 

○井関副委員長 

ありがとうございました。 

それでは、ここで注意事項を申し上げます。発

言の際には挙手の上、委員長の許可を得てからお

願いいたします。 

これより先の進行は委員長で行っていただきま

す。 

 

【総務部】 

【総務課】 

〇源委員長 

それではただいまより審査を行います。 

まず、議案第53号「西予市職員の特殊勤務手当

に関する条例の一部を改正する条例制定について」

担当課長の説明を求めます。 

一井課長。 

〇一井総務課長 

それでは、議案第53号「西予市職員の特殊勤務

手当に関する条例の一部を改正する条例制定につ

いて」御説明をさせていただきます。 

議案書は４ページ、５ページとなります。 

新型コロナウイルス感染症については、新型コ

ロナウイルス感染症を指定感染症として定める等

の政令、令和２年政令第11号により、指定感染症

に指定をされていましたが、新型インフルエンザ

等対策特別措置法等の一部を改正する法律の施行

に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

の施行に伴い、当政令は廃止されました。 

今回の改正は、当政令が廃止されたことに伴い、

当政令より引用する新型コロナウイルス感染症の

定義を改める必要があるため、本条例の一部を改

正するものであります。 

なお、新型コロナウイルス感染症の定義につい

ては、「病原体がデータコロナウイルス属のコロ

ナウイルス、令和２年１月に中華人民共和国から

世界保健機関に対して人に伝染する能力を有する

ことが新たに報告されたものに限る」である感染

症になります。 

以上、説明とさせていただきます。よろしく御

審議の上、御決定くださいますようお願いいたし

ます。 

〇源委員長 

一井課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

〇酒井委員 

今、説明がありましたが、ちょっと確認なんで

すが、中国の武漢から出た分と、インド、イギリ

スそういうのがあるんですが、全部同じに入るん

ですか。それとも、中華人民共和国から世界保健

機関に対して、人に感染する能力を有することの

だけに限るんですか、そこの整理は全部一括です

か。 

〇源委員長 

暫時休憩を告げる。(休憩 午後１時10分) 

〇源委員長 

再開を告げる 。(再開 午後１時12分) 

〇一井総務課長 

今ほど酒井委員から御質問がありました件につ

きましては、確認して、また改めて御報告をさせ

ていただきたいと思います。よろしくお願いいた

します。 

〇酒井委員 

この件については条例の文言でございますので、

取り立てて可否に影響はございませんので、質問

の知識として私が尋ねただけでございます。よろ

しくお願いします。 

〇源委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

 〔発言する者なし〕 

〇源委員長 

以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 

議案第53号「西予市職員の特殊勤務手当に関す

る条例の一部を改正する条例制定について」原案

に賛成の委員の挙手を求めます。 

 〔賛成者挙手〕 

〇源委員長 
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挙手全員であります。当委員会として原案どお

り可決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。(休憩 午後１時14分) 

〇源委員長 

再開を告げる。(再開 午後１時16分) 

〇源委員長 

続きまして、議案第60号「令和３年度西予市一

般会計補正予算(第４号)」総務課所管分を議題と

いたします。 

一井課長の説明を求めます。 

〇一井総務課長 

議案第60号「令和３年度西予市一般会計補正予

算（第４号）」総務課所管分について御説明をさ

せていただきます。 

まず、一般会計全体の人件費の補正については、

議案上程の際の財政課長の提案理由補足説明にも

ありましたとおり、当初予算では、予算編成時の

職員数及び組織体制を基本に、当該年度退職者と

新年度の新規採用者数を見込み所要額を計上して

おります。今回４月１日付人事異動等による各課

の職員数及び年齢構成等の変動に伴い、関係する

費目の給与費等の計上額に過不足が生じたことか

ら職員給与費を調整するものでございます。 

一般会計における職員給与費全体では、給料、

手当共済費等、補正総額が2509万1000円の減額を

行っております。内訳につきましては、主なもの

といたしまして、給料1416万5000円、時間外勤務

手当301万1000円、期末勤勉手当306万2000円、退

職手当組合負担金174万円、職員共済組合負担金

361万9000円の減額等であります。減額幅が大き

い要因は、普通退職者の増加や育休職員の給与費

の調整等によるものでございます。 

なお、会計年度任用職員の賃金についてであり

ますが、補正予算計上、各部署が、それぞれの常

任委員会で説明をさせていただきます。 

それでは職員給与費を除き総務課所管分の具体

的事業について御説明をさせていただきます。 

予算書の12ページをお開きください。 

2款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費、

会計年度任用職員給与費（総務課庶務事業）

121万4000円でありますが、職員の育児休業延長

に伴い、城川支所総務課１名、一般事務の任用者

を継続雇用するため増額するものでございます。  

以上、説明とさせていただきます。よろしく御

審議の上御決定くださいますようお願い申し上げ

ます。 

〇源委員長 

以上で説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

 〔発言する者なし〕 

〇源委員長 

以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 

議案第60号「令和３年度西予市一般会計補正予

算(第４号)」総務課所管分について、原案に賛成

の委員の挙手を求めます。 

 〔賛成者挙手〕 

〇源委員長 

挙手全員により当委員会として原案どおり可決

することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後１時20分） 

 

【危機管理課】 

〇源委員長 

再開を告げる。（再開 午後１時22分） 

続きまして、議案第60号「令和３年度西予市一

般会計補正予算(第４号)」のうち、危機管理課所

管分を議題とします。 

危機管理課長の説明を求めます。 

〇谷川危機管理課長 

それでは私から、議案第60号「令和３年度西予

市一般会計補正予算(第４号)」のうち、危機管理

課所管分につきまして御説明申し上げます。予算

書は30ページをお開きください。 

9款消防費、1項消防費、4目災害対策費となり

ます。人件費調整を除きまして、17節備品購入費、

防災行政無線・情報システム整備事業となります

が、当初予算に計上しておりました本庁災害対策

本部と各支所現地対策本部の情報伝達多重化を図

るためのＩＰ無線機の導入にかかる経費115万円

につきまして、消防本部で国庫補助交付申請して

おりました消防団設備整備補助金の内示を受け、

消防本部と一括して購入することとし、当課計上

分を全額減額するものでございます。これにより、

災害対策本部と消防団相互の情報伝達強化が図ら

れるとともに、国庫補助を活用することによる財

政負担の軽減が図られることとなります。 

なお、ＩＰ無線機の補足の説明ですけれども、

こちらＩＰ無線機等は携帯電話回線を利用して、
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携帯電話通話が可能なエリアであれば、全国どこ

でも送受信が可能である無線機となっております。

今回導入しますＩＰ無線機につきましては、この

機能プラス携帯電話網が途絶した場合には、通常

の無線機として、約５キロ程度の送受信が可能な

機能も備えた無線機を購入する予定としてござい

ます。 

以上、危機管理課所管分の説明とさせていただ

きます。御審議の上御決定くださいますようよろ

しくお願いいたします。 

〇源委員長 

以上で説明が終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

〇酒井委員 

この案件にかかったもんなんですが、防災無線

とかいろんな訓練してますね。今日もちょうど

10時に明浜地区ありました。それにつきまして、

どういう計画でどういう順序でやってるのか、ち

ょっと説明出来ましたら、この際でございますの

で、委員長構いませんか。説明させていただいた

らと思います。 

先般も、野村地区で大々的にやられていました。

そういうのは計画的にやられているんですか？そ

れとも急に訓練的にやられる性質のものなのかを

お尋ねします。 

〇谷川危機管理課長 

まず防災無線系のテスト放送に関しましては、

毎月定期的に訓練をさせていただいてるのが１日

の消防サイレンの試験、それから15日に、豪雨災

害後、防災サイレン、市役所からのサイレンのテ

スト放送をさせていただいております。 

それと、本日実施したのは全国一斉のＪ－ＡＬ

ＥＲＴという、総務省消防庁からの情報伝達の試

験で、Ｊ－ＡＬＥＲＴの単純な情報伝達試験と、

本日は緊急地震速報を流す試験で、おおむね３カ

月ないし４カ月に１回程度、国の訓練実施日の連

絡を受けて実施することとしておりまして、住民

の皆さんには直前に防災無線で、今回の実施等の

御連絡をして放送を実施しているところでござい

ます。 

それから先般６月６日に開催させていただいた

のは、今回コロナの関係で残念ながら住民の避難

や移動は伴わなかったんですけれども、避難訓練

とあわせた防災訓練ということで、豪雨災害後の

野村下流域の被害を受けてのタイムライン等を含

めた検証訓練として、昨年度から実施しているも

のの一環でございます。 

それと、11月秋口以降に、津波に関する訓練を

大体明浜と三瓶と交互で行わさせていただいてお

りまして、昨年は明浜の明浜小中学校の俵津地区

で実施させていただいたんですけど、今回は三瓶

で実施する予定で、具体的な場所等を今選定して

いるところでございます。 

それともう１点、西予市の土砂災害等も含めた

自衛隊等の関係機関と連携した防災訓練、こちら

を旧町単位でございますけれども、持ち回りで実

施をさせていただいて、今年は城川で７月24日に

高川地区で実施する予定として今地元と調整をさ

せていただいております。 

主にこういったようなものは計画立てて進めさ

せていただいております。 

またその他の県や国の関係機関とのコメントも

入ってきておりますが、随時調整をさせていただ

いて、可能な限り参加、実施をしているところで

ございます。 

〇源委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

〇河野委員 

備品購入、ＩＰ無線機の導入を計画されておっ

たということなんですけども、これ何基導入予定

であったのかお教え願ったらと思います。 

〇谷川危機管理課長 

何基導入予定だったかということでございます

けれども、危機管理課分、先ほどありました、こ

ちらの災害対策本部と現地対策本部の機能強化と

いうことで、本部災害対策本部に５台、消防本部

に２台、それから現地対策本部内方面隊用として

各２台で17台当課として計上させていただいてお

りました。あわせてまた消防から御説明があると

思いますけれども、消防団分と合わせて今回

144台購入する計画としてございます。 

〇河野委員 

その144台の中に17台も含まれておるというこ

とですか。 

〇谷川危機管理課長 

144台の中に当課管理分の17台も含まれてござ

います。 

〇源委員長 

ほかに質疑はありませんか。 
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 〔発言する者なし〕 

〇源委員長 

以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 

議案第60号「令和３年度西予市一般会計補正予

算(第４号)」のうち、危機管理課所管分について、

原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

 〔賛成者挙手〕 

〇源委員長 

挙手全員により当委員会として原案どおり可決

することに決しました。 

暫時休憩を告げる。(休憩 午後１時30分) 

 

【財政課】 

〇源委員長 

再開を告げる。(再開 午後１時32分) 

続きまして、議案第60号「令和３年度西予市一

般会計補正予算(第４号)」の中で、財政課所管分

を議題とします。 

財政課長の説明を求めます。 

〇宇都宮財政課長 

それでは審査していただきます議案第60号「令

和３年度西予市一般会計補正予算(第４号)」のう

ち、財政課所管分について説明させていただきま

す。 

財政課所管分は、歳入のみの補正となります。

予算書の10ページをお開き願います。 

14款2項8目総務費国庫補助金のうち、新型コロ

ナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金282万

1000円の増額でございますが、臨時交付金の制度

要綱で定めております国の補助事業の地方負担額

分にかかる交付金として、今回補正予算計上いた

しております。 

歳出予算への充当といたしましては、予算書の

26ページ、7款1項2目商工業振興費、新型コロナ

ウイルス感染症対策中小企業者等経営安定支援事

業へ充当しております。今回、歳出予算の補正が

ございませんので、財源の組替えのみの補正とな

っております。 

続きまして予算書は10ページにお戻りください。 

18款2項1目財政調整基金繰入金でございますが、

財政調整基金は財源が不足する場合において、当

該不足額の補充財源として繰入れをするものでご

ざいます。今回の補正では86万1000円の増額補正

をするものでございます。 

以上、財政課所管分に係ります補正予算（第４

号）の説明とさせていただきます。よろしく御審

議の上、御決定くださいますようお願い申し上げ

ます。 

〇源委員長 

宇都宮課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

 〔発言する者なし〕 

〇源委員長 

それでは以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 

議案第60号「令和３年度西予市一般会計補正予

算(第４号)」財政課所管分について、原案に賛成

の委員の挙手を求めます。 

 〔賛成者挙手〕 

〇源委員長 

挙手全員により当委員会としては原案どおり可

決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。(休憩 午後１時36分) 

〇源委員長 

再開を告げる。(再開 午後１時37分) 

続きまして、議案第63号「令和３年度西予市一

般会計補正予算(第５号)」財政課所管分を議題と

いたします。 

財政課長の説明を求めます。 

〇宇都宮財政課長 

それでは、議案第63号「令和３年度西予市一般

会計補正予算(第５号)」のうち、財政課所管分に

ついて御説明させていただきます。今回も財政課

所管分は、歳入のみの補正予算となります。 

予算書の６ページをお開き願います。 

14款2項8目総務費国庫補助金、新型コロナウイ

ルス感染症対応地方創生臨時交付金(協力要請

分)1億2038万円でございますが、補正予算(第２

号)の新型コロナウイルス感染症対策営業時間短

縮等協力金予算は、経済振興課になりますが、に

対する交付金であり、補助率は80％。事務費は

100％となっております。歳出予算への充当は、

予算書８ページの7款1項2目商工業振興費へ充当

いたしております。今回、商工業振興費も補正の

歳出はございませんので、財源の組替えのみの補

正となっております。 

18款2項1目財政調整基金繰入金でございますが、

営業時間短縮等協力金に係る国県の補助金の増額
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計上に伴い、今回1億3524万円を繰り戻すもので

ございます。 

以上、財政課所管分に係ります補正予算(第５

号)の説明とさせていただきます。よろしく御審

議の上、御決定くださいますようお願い申し上げ

ます。 

〇源委員長 

宇都宮課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

 〔発言する者なし〕 

〇源委員長 

以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 

議案第63号「令和３年度西予市一般会計補正予

算(第５号)」財政課所管分について、原案に賛成

の委員の挙手を求めます。 

 〔賛成者挙手〕 

〇源委員長 

挙手全員により当委員会として、原案どおり可

決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。(休憩 午後１時40分) 

 

【政策企画部】 

【まちづくり推進課】 

〇源委員長 

再開を告げる。(再開 午後１時43分) 

これより政策企画部の審査となります。 

審査に先立ちまして、下澤政策企画部長より御

挨拶をちょうだいしたいと思います。 

〇下澤政策企画部長 

 挨拶を行う。 

〇源委員長 

ありがとうございました。 

それではただいまより、議案第60号「令和３年

度西予市一般会計補正予算(第４号)」まちづくり

推進課所管分について議題といたします。 

まちづくり推進課長の説明を求めます。 

〇長野まちづくり推進課長 

それでは、議案第60号「令和３年度西予市一般

会計補正予算(第４号)」のまちづくり推進課所管

分につきまして、補正予算書に基づき御説明申し

上げます。 

歳入歳出補正予算事項明細書で御説明させてい

ただきますので御用意いただいたらと思います。 

それでは歳出予算について御説明させていただ

きます。補正予算書の17ページを御覧ください。 

2款総務費、8項地域振興費、1目地域振興費、

補正額1億2507万8000円の増額補正でございます。

このうち、事業概要にございます事項について御

説明いたします。 

会計年度任用職員給与費(ふるさと納税推進事

業)の52万7000円の減額補正であります。当初、

ふるさと納税推進事業において、ふるさと納税の

申請が多くなる繁忙期に会計年度任用職員を雇用

する予定で計上しておりました。しかし、地域振

興係において、今年度策定予定の地域公共交通計

画に必要なアンケート調査及び聞き取り調査等を

行う際、大学との連携により調査等を進める予定

でしたが、新型コロナウイルス感染拡大を受け、

現段階では学生の動員が見通せない状況となりま

した。計画策定の基礎となるデータ収集に早急に

取り組む必要があることから、課内で協力して集

計作業等を進める必要があります。そのため人員

を要する事態となり、地域振興係全般の事務補助

として、会計年度任用職員を雇用することといた

しました。 

また、当初予定していましたふるさと納税業務

については、あわせて従事していただく予定とし

ております。 

次に、土居地区地域づくり活動センター整備事

業の1億2560万5000円の増額補正でございます。

先日の全員協議会で御説明しましたとおり、老朽

化した土居公民館にかわり、新たに土居地区の地

域づくり活動センターを建設することとし、補正

予算を計上するものでございます。土居地区地域

づくり活動センター建設検討委員会からの要望に

おいて、現在の土居公民館から、大規模災害でも

安心して避難できる場所、また将来を見据えた発

展性のある場所に移転し、子どもから高齢者の方

まで多世代の人が支障なく利用できる施設を求め

られております。 

今回計上いたしました補正予算の主な内訳とい

たしましては、新築解体設計委託業務、旧土居保

育所プール解体造成工事周辺道路測量設計委託業

務、地質調査業務などがございます。 

あわせて、補正予算書の５ページを御覧くださ

い。 

旧土居保育所とプールの解体、造成工事に継続

費の設定をさせていただきました。工事の進捗に
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合わせて、令和３年度を8000万円、令和４年度を

3852万5000円として、それぞれ年額割りを設定し

ております。 

それでは次に、18ページを御覧ください。 

2款総務費、8項地域振興費、7目まちづくり推

進費、補正額256万9000円の増額補正でございま

す。先ほど、ふるさと納税推進事業の会計年度任

用職員給与費の減額補正で御説明しましたとおり、

地域振興庶務事業で、新たに会計年度任用職員を

雇用することとします増額補正でございます。 

以上で、議案第60号「令和３年度西予市一般会

計補正予算(第４号)」のまちづくり推進課所管分

についての説明とさせていただきます。よろしく

御審議の上、御決定くださいますようお願い申し

上げます。 

〇源委員長 

長野課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

〇河野委員 

土居地区の地域づくり活動センターの件ですけ

れども、元の公民館が老朽化して建て替えとか、

新しいところに整備するわけなんですけど、その

あとの今の公民館ですよね。前にも説明あったか

と思うんですが、今迄地域の方が使われて主に集

会等に活用されておると。そういったところで、

何といいますか、今後取り壊すのか、それともあ

る程度は地域でまた地元で活用するのか、そこら

の方向性、わかっている範囲で教えていただいた

らと思います。 

〇長野まちづくり推進課長 

現在の土居公民館におきましては、老朽化とい

うことで、耐震とかそういった補強をせずに次の

段階へということで、今後は使用しないという方

向になっております。現在そこを集会施設として

利用していただいている地区には、別の場所で集

会施設として使っていただくよう御検討いただい

ているところです。 

〇河野委員 

前回もあったかと思うんですけど、今の土居公

民館の近くの地元の方、診療所とかそこら辺の施

設を使うとか言われて、もう現公民館は解体とい

う方向でいくわけですよね。 

〇長野まちづくり推進課長 

現在のところ解体する時期などについては、予

定はまだ立てておりませんが、使用出来ないとい

う状況になりますので、いずれ解体という方向に

なると思います。 

〇河野委員 

いろいろやり方あろうかと思いますけども、地

元の方に納得のいくというか、より地元の方にい

い方向に持っていっていただいたらと思います。

以上です。 

〇源委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

〇佐藤委員 

土居地区の地域づくり活動センター整備事業の

1億2560万5000円、その中で、この21節の補償金

の200万円というのは、何の補償金のことでしょ

うか。 

〇長野まちづくり推進課長 

こちらは電柱の支障移転補償費となります。現

在ある場所に電柱がございまして、そちら２本を

移転するための補償費となっております。 

〇酒井委員 

私、これ、土居地区地域づくりセンター建設す

るのは非常に大賛成の心境になっているのですが、

まず、土居地区に今まで集会所がなかったという

のを、今、耳にしているのですが事実はどうなの

ですか。 

〇源委員長 

暫時休憩を告げる。(休憩 午後１時50分) 

〇源委員長 

再開を告げる。(再開 午後１時26分) 

〇長野まちづくり推進課長 

現在土居公民館を利用されている地区が２地区

ございまして、その地区は地元で管理する集会施

設をお持ちになっていらっしゃらないので、土居

公民館を利用されているという状況になっており

ます。 

〇酒井委員 

それで非常に土居地区は今まで自らが自らの集

まり場所を構えていたということを聞いておりま

すので、すばらしいのが早く建ってあげたいなと

いうのが私の意見です。 

一つだけ、先ほど課長の答弁で、今まで西予市

の行政の中で、いずれ解体という話は言葉では出

てきますが、なかなか実行されないんですよ。い

ずれ解体というのは解体しないということですか。

今までの実績から言えばそういうことになってる
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んですよ。 

〇長野まちづくり推進課長 

現段階では解体の時期等についてまだ検討が出

来ていない状況でありますが、危険な建物という

ことになりますので、解体についても早急に検討

する必要があると思っております。 

〇酒井委員 

西予市の中で、今までそういう物件がまだあり

ますので、ただここの部分については、今まで集

会所がない、公民館もなかなか古くなってるとい

うことなんで新しいものが建つということでござ

いますので、解体して、早くそしてそのあいた土

地に何らかの利用は地域の人たちとしっかり考え

てまちづくりに励んでいただきたいと思います。 

〇源委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

〇井関副委員長 

一点お伺いしたいと思いますが、この活動セン

ター内にどろんこ祭りの展示室も併設されると聞

きましたが、これ併設されるのは非常にいいこと

だと思うんですけども、それをつくったがために、

今後それが復活の妨げにならないかということを

ちょっと心配するんですが、その辺、地元の人た

ちはどのように考えておられるんですか。 

〇稲田土居公民館係長 

御質問の件なんですけれど、現在、どろんこ祭

りはもうなくなっておりますが、地域の青年層の

子たちが、太鼓だけ披露してくれている状態なん

ですけれど、牛10頭のことがどうしてもクリア出

来なくて、恐らくですけど、今後復活は難しいと

こちらとしては考えております。 

〇井関副委員長 

確かに牛10頭とか牛は１頭でもなかなか難しい

かなと考えますが、どろんこ祭りそのものの、神

田での神事をしていただくことだけでも復活して

いただけないかなという希望があるんですが、そ

の辺、地元としてどのように考えられているのか

なという気がするのでお伺いしたんですが。 

〇稲田土居公民館係長 

昨年度は神社の中で太鼓披露だけだったんです

けれど、今年はちょっともう出来ないんですけど、

来年度からは、できるだけ神田で太鼓披露を進め

ていただけるよう地区にはお願いをしております。

なるべくそちらのほうに向かってお願いをしてい

きたいとは考えております。 

〇酒井委員 

まだ私納得いきませんが、いずれ解体というの

は、やはり予算をまちづくりの人たちが財政とか、

そして部長自らが、いずれ変えたいという答弁っ

てのはなかなかこれ解決にならないんですよ。実

際いずれ解体をといった場合は、今までの実績で

なかなか解体、次の目的があったらね、解体でき

るんですけど、次の目的がないけん老朽化して危

ないからもう使わさないと。使わないという場合

には、必ずそういうふうになりますんで、非常に

今まで、また稲田公民館主事もこられてますんで、

だからその辺りをやはり地区と一緒に今壊してな

いとなかなか実行ようしなくなりますよ。これは

私の長い経験の助言です。終わります。 

〇源委員長 

答弁は結構ですかね、答弁はいらない。 

ほかに質疑はありませんか。 

 〔発言する者なし〕 

〇源委員長 

以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 

議案第60号「令和３年度西予市一般会計補正予

算(第４号)」まちづくり推進課所管分について、

原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

 〔賛成者挙手〕 

〇源委員長 

挙手全員により当委員会としては原案どおり可

決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。(休憩 午後２時05分) 

〇源委員長 

再開を告げる。(再開 午後２時05分) 

先ほどのまちづくり推進課委員会審査の中で、

酒井委員より、土居地区の集会所等についての質

疑がありました。それについて、長野課長より追

加で御発言をお願いしたいと思います。 

〇長野まちづくり推進課長 

先ほど答弁させていただいた内容に少し訂正を

させていただきます。 

土居地区には、６つの地区がございまして、そ

のうち４つの地区が土居公民館を使われておると

いう状況で、ほかの２地区につきましては民間の

ところを使われているというふうな状況になって

おります。したがいまして、土居地区に関しまし

ては、全ての地域で集会施設等をお持ちになって

いないというのが現状でございます。 



 

－9－ 

〇源委員長 

暫時休憩を告げる。(休憩 午後２時06分) 

 

【政策推進課】 

〇源委員長 

再開を告げる。(再開 午後２時08分) 

〇源委員長 

続きまして、議案第55号「辺地に係る公共的施

設総合整備計画の策定について」及び議案第56号

「辺地に係る公共的施設総合整備計画の変更につ

いて」以上２議案につきまして、関連があるため

一括で説明を求めることとし、しかる後に、質疑、

採決を行うことにしたいと思いますが、これに御

異議ありませんか。 

 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇源委員長 

異議なしということで、これより２議案につい

て、政策推進課長の説明を求めます。 

〇宮中政策推進課長 

それでは、議案第55号「辺地に係る公共的施設

総合整備計画の策定について」及び議案第56号

「辺地に係る公共的施設総合整備計画の変更につ

いて」一括して御説明を申し上げます。 

議案書８ページからとなります。 

西予市では、辺地とその他の地域との間におけ

る住民の生活文化水準の著しい格差の是正を図る

ため、辺地に係る公共的施設の総合整備のための

財政上の特別措置等に関する法律に基づき、辺地

に係る公共的施設総合整備計画を策定し、公共施

設の総合的かつ計画的な整備を推進しております。 

それでは、お手元に配信をいたしました辺地該

当地域一覧を御覧ください。 

１枚目のスライドでは西予市内の辺地要件に該

当する19地域を掲載しております。辺地とは、交

通条件や自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれ

ず、他の地域と比較して、住民の生活文化水準が

著しく低い山間地や離島などの地域とされており

ます。 

次に、２枚目のスライドでは、今回新たに策定

する辺地計画の事業を赤枠で、変更する辺地計画

の事業を青枠で掲載しております。辺地に係る公

共的施設総合整備計画に基づいて行う公共的施設

整備につきましては、その財源として辺地対策事

業債を充当することができ、その充当率は原則

100％で、後年度の元利償還金の80％が地方交付

税の基準財政需要額に算入されることとなってお

ります。 

まず初めに、議案書の８ページから11ページま

でを御覧ください。 

このたび、９ページの野村町長谷辺地、10ペー

ジの城川町遊子谷辺地、11ページの高野子辺地に

おきまして、市道を新たに整備することに伴い、

議案第55号として、３地域の辺地総合整備計画を

策定するものでございます。 

次に、12ページを御覧ください。 

議案第56号として計画の変更が必要となりまし

た辺地について御説明を申し上げます。総合整備

計画書においてアンダーラインを引いている部分

が変更箇所となります。 

13ページからの野村町片川辺地につきましては、

令和６年度までの５年間を計画期間としておりま

したが、当辺地で計画をしておりました林道片川

古屋敷線開設事業の整備に係る国の補助金が、令

和３年度に全額承認されたことから、計画期間の

変更と現況に合わせた事業費の減額を行っており

ます。 

次に、15ページを御覧ください。 

野村町予子林辺地につきましては、令和２年度

より、飲料水供給施設に係る管路工事の設計及び

工事を実施しておりますが、施工業者の労働者不

足等により、令和３年度につきましても引き続き

工事が必要となったため、計画期間の延長及び整

備に係る事業費の増額を行っております。  

次に、17ページを御覧ください。 

野村町惣川・小屋辺地につきましては、詳細設

計の実施による事業費の精査のほか、異常気象に

伴う大規模災害の多発によりまして、災害被害に

対する補助金増額が承認されたため、事業費を増

額いたしました。 

次に、19ページを御覧ください。 

城川町野井川辺地におきましては、労務資材単

価の変動により事業費を増額いたしました。これ

に伴いまして、国へ新たな辺地総合整備計画及び

変更計画を提出必要があることから、辺地に係る

公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置

等に関する法律第３条の規定により議会の議決を

お願いするものであります。 

よろしく御審議の上、御決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

〇源委員長 
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宮中課長の説明は終わりました。 

これより２議案一括で質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

〇河野委員 

辺地の地域一覧、19カ所あるということですが、

そのうち計画を策定していない地域が12地域、こ

れは順次策定していくという予定でしょうか。 

〇宮中政策推進課長 

19地域ございまして、そのうちの現在７地域を

策定しておるところでございますけれども、今ほ

ど御質問ありましたほかの地域というところでご

ざいますけれども、そういった関係の事業が出来

ましたら今回と同様に計画を策定しまして、その

地域に辺地計画を作成をしまして、辺地対策事業

債を活用するような計画を考えていきたいという

ふうに考えております。 

〇源委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

〇酒井委員 

辺地度点数なんですが、国で辺地度点数が何点

以上でしたら辺地にされるんか、そして西予市で

ぎりぎり落ちてるところの場所なんかがわかれば

教えてもらったらと思います。 

〇宮中政策推進課長 

辺地につきましては、辺地度算定点数というも

のがございまして、100点以上であることが要件

となっております。 

その辺地度算定点数につきましては、市役所、

医療機関、郵便局や学校施設、また駅とか停留所、

そういったものまでの距離により算定をされるこ

ととなっております。今ほどまた合わせて御質問

ありましたのは100点に及ばない地域でございま

すけども、今のところ、手持ちにもそういった資

料作成をしておりませんので、調べた上で、御回

答させていただいたらと思いますけれども、なか

なか難しいところがあるかなというふうに思って

おります。 

〇酒井委員 

市役所からの距離だけではないと私は記憶しと

ったんですが、人口とかいろんなものの要素が、

まだまだほかにもあったと思うんですが、今の説

明では、市役所からまた支所間とかそういう形の

答えだけだったんですが、ほかの要素がまだ入っ

てると思うんですが。 

〇宮中政策推進課長 

今ほどの件につきましては点数の出し方の御説

明をさせていただきましたけれども、今、委員お

っしゃられたように、辺地の要件というものがご

ざいます。辺地の要件といたしましては、当該地

域内におきまして固定資産課税台帳に登録をされ

ました宅地の3.3平米当たりの価格が最高の地点

を中心といたしまして、その中心を含む５平方キ

ロメートル以内の面積の中に50人以上の人口を有

しておりまして、かつ、先ほど御説明をさせてい

ただきました辺地度算定点数を勘案しまして、

100点以上の点数がある地域というふうにされて

おります。 

〇酒井委員 

聞きましたらね、100点ぎりぎりで落ちてると

ころがあるんじゃないかといって聞いたのは、昨

今の人口減少、距離は変わらないわけですから、

人口減少とか、そういうことがあるんで、多少、

19から増える要素がこれからも出てくるんじゃな

いかなということで、辺地債の事業への利用が結

構できるんで、そういうものについてちょっとお

聞きしたわけです。今のところわからないと思い

ますんで、また、ぎりぎりのところありましたら、

対策として考えることが必要ですからお教え願っ

たらと思います。 

〇源委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

〇井関副委員長 

長谷地区の道路の件なんですけども、豪雨災害

後非常に道路が崩れているところが多く、幾らも

要望がいろいろ聞いとったわけなんですけども、

これ２年間になっておりますが、この２年間で全

て完成するということでよろしいんですか。 

〇宮中政策推進課長 

今ほど、委員おっしゃいましたように平成30年

の豪雨によりまして道路の被災をしてるところで

ございますけども、現在計画をされておりますの

は、本年度70メートルというふうな距離の総延長

が今年度予定をされておるところでございます。

実際にほかのところにつきましては事業課ではご

ざいませんので、そこまでの把握はしておらない

んですけれども、辺地計画に予定をされておるの

は、今現在そういった形になっておろうかと思い

ます。 

〇井関副委員長 

その70メートルというのは、長谷地区のどこに
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あたるんですか。 

〇源委員長 

暫時休憩を告げる。(休憩 午後２時20分) 

〇源委員長 

再開を告げる。(再開 午後２時21分) 

〇宮中政策推進課長 

ただいまその関係の資料を持ち合わせておりま

せんので、確認をして改めて御報告をさせていた

だいたらと思います。 

〇源委員長 

それではよろしくお願いいたします。 

ほかに質疑はありませんか。 

 〔発言する者なし〕 

〇源委員長 

以上で質疑を終結といたします。 

それでは、１議案ずつ採決を行ってまいります。 

お諮りいたします。 

議案第55号「辺地に係る公共的施設総合整備計

画の策定について」原案に賛成の委員の挙手を求

めます。 

 〔賛成者挙手〕 

〇源委員長 

挙手全員により当委員会としては原案どおり可

決することに決しました。 

〇源委員長 

続きまして、議案第56号「辺地に係る公共的施

設総合整備計画の変更について」原案に賛成の委

員の挙手を求めます。 

 〔賛成者挙手〕 

〇源委員長 

挙手全員により当委員会としては原案どおり可

決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。(休憩 午後２時22分) 

〇源委員長 

再開を告げる。(再開 午後２時25分) 

続きまして、議案第60号「令和３年度西予市一

般会計補正予算(第４号)」政策推進課所管分を議

題といたします。 

政策推進課長の説明を求めます。 

〇宮中政策推進課長 

それでは、議案第60号「令和３年度西予市一般

会計補正予算(第４号)」のうち、政策推進課所管

分について御説明をさせていただきます。 

まず、歳出予算から御説明をさせていただきま

すので、予算書18ページを御覧ください。 

2款総務費、9項企画費、1目企画管理費2億

213万1000円を748万5000円増額し、2億961万

6000円とするものでございます。 

今回の補正でございますが、職員給与費を除く

当課所管分につきましては、事業概要欄に記載し

ておりますとおりマイナンバーカード普及促進事

業として174万3000円を増額するものでございま

す。マイナンバーカード普及促進事業につきまし

ては、マイナンバーカードの申請交付編とマイナ

ポイントの申請受取編の２種類のＣＭを制作し、

ユーチューブへの公開及び、西予ＣＡＴＶで放映

を行っているところでございます。今回の補正で

は、平日に親子そろって市役所へ来庁することが

難しい子どもたちのマイナンバーカードの申請を

促すため、夏休み期間中の申請を促す新たなＣＭ

を制作放映し、マイナンバーカードのさらなる普

及促進を図るもので、ＣＭの制作放映にかかる費

用として174万3000円を増額しております。 

次に、歳入予算について御説明をさせていただ

きます。予算書の10ページをお開きください。 

14款国庫支出金、2項国庫補助金、8目総務費国

庫補助金のうち、1節総務管理費国庫補助金につ

きましては、先ほど御説明をいたしましたマイナ

ンバーカード普及促進事業に係ります経費が全額

国庫補助となっておりますので、番号制度事業交

付金174万3000円を増額しております。 

よろしく御審議の上、御決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

〇源委員長 

宮中課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

〇井関副委員長 

マイナンバーカードの普及、今回マイナポイン

トもつくということでかなり増えたということは

聞いておるんですけども、そのほかにいろいろ保

険証が一緒になるとか、図書カードが一緒になる

とか診察券が一緒になったらとかいういろいろな

意見が今までにもかなり出されていると思うんで

すが、今からの取組としてそういうことをやられ

るのかどうかお聞きしたいんですが。 

〇宮中政策推進課長 

市といたしましては、現在、またその活用につ

いてというところの具体的なものについては検討

を行っていないところでございますけれども、カ
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ードの保険証化が令和３年から行われるという予

定がございましたけれども、オンライン資格シス

テムにおいてデータの不備がございまして延期と

なっております。こちらにつきましても、令和３

年10月から利用されるというふうに予定をされて

おりますし、免許証との一体化につきましても令

和６年度に予定をされているというような報道が

なされているところかと思います。また、スマー

トフォンへの搭載についても、令和４年度の予定

というふうな話も出ております。 

西予市としましても、マイナンバーカードが本

人確認書類として使用することができるというこ

ともございますので、今後、そういったような、

市民の皆様が利用できるサービス内容というとこ

ろも調査検討してまいりたいというふうに考えて

いるところでございます。 

〇井関副委員長 

西予市独自のことは余りまだ考えてないという

ことでございましたが、やはり利便性を上げるこ

とが非常に大切なことだと思いますのでぜひ一考

していただいたらと思います。よろしくお願いし

ます。 

〇源委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

〇佐藤委員 

マイナンバーカード普及促進事業の中で、映像

制作委託料というのがあるんですが、これは委託

先とかというのはもう決まっておるんですか。 

〇宮中政策推進課長 

前回当初予算で編成をしておりますものにつき

ましては西予ＣＡＴＶでＣＭの制作を行っており

ます。今回の補正につきましても、現在のところ

は西予ＣＡＴＶでの放送を予定しておるところで

ございますので、そういったところを視野に入れ

ながら制作を考えていきたいというふうに考えて

おります。 

〇源委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

 〔発言する者なし〕 

〇源委員長 

それでは以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 

議案第60号「令和３年度西予市一般会計補正予

算(第４号)」政策推進課所管分について、原案に

賛成の委員の挙手を求めます。 

 〔賛成者挙手〕 

〇源委員長 

挙手全員により当委員会としては原案どおり可

決することに決しました。 

 暫時休憩を告げる。(休憩 午後２時32分) 

 

 【教育部】 

 【教育総務課】 

〇源委員長 

再開を告げる。(再開 午後２時45分) 

〇源委員長 

ここからは教育部の審査となります。 

審査に先立ちまして、宇都宮教育部長より御挨

拶をちょうだいしたいと思います。 

〇宇都宮教育部長 

挨拶を行う。 

〇源委員長 

ありがとうございました。 

それでは、議案第60号「令和３年度西予市一般

会計補正予算(第４号)」教育総務課所管分につい

てを議題といたします。教育総務課長の説明を求

めます。 

〇山崎教育総務課長 

それでは、審査していただきます令和３年度一

般会計補正予算(第４号)のうち、職員給与費を除

く教育総務課所管分につきまして御説明申し上げ

ます。 

まず、歳出から御説明申し上げます。予算書

31ページをお開きください。 

10款教育費、2項小学校費、1目学校管理費、小

学校管理事業の72万7000円の減額及び32ページを

お開きください。10款教育費、3項中学校費、1目

学校管理費の中学校管理事業の37万5000円の減額

につきましては、関連がございますので一括して

御説明申し上げます。これらは、国の令和２年度

学校保健特別対策事業費補助金、感染症対策等の

学校教育活動継続支援事業の実施に伴い、当初予

算に計上した一部備品の購入予算について、令和

２年度３月補正予算にて前倒しで予算計上を行っ

たことにより二重に計上されている備品購入予算

を減額するものであります。 

31ページにお戻りください。 

10款教育費、2項小学校費、3目学校建設費でご

ざいます。小学校施設整備事業の大野ヶ原小学校

屋内運動場大規模改修工事につきまして、学校施
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設環境改善交付金の内示に伴う財源組替えを行う

ものであります。国庫支出金の学校施設環境改善

交付金が内示により312万2000円の増となったこ

とにより、教育債を320万円の減額、一般財源を

7万8000円の増とするものであります。 

これに関連して歳入の御説明を申し上げます。

９ページをお開きください。 

今ほど歳出で説明しました大野ヶ原小学校屋内

運動場大規模改修事業に係るものとして、14款国

庫支出金、2項国庫補助金、7目教育費国庫補助金、

1節小学校費国庫補助金312万2000円の増額。 

国庫補助金の増額に伴いまして、11ページをお

開きください。 

21款市債、1項市債、7目教育債、1節小学校債

を320万円の減額補正とすることとしております。 

以上、説明とさせていただきます。御審議の上、

決定していただきますようよろしくお願いいたし

ます。 

〇源委員長 

山崎課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

 〔発言する者なし〕 

〇源委員長 

それでは以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 

議案第60号「令和３年度西予市一般会計補正予

算(第４号)」教育総務課所管分について、原案に

賛成の委員の挙手を求めます。 

 〔賛成者挙手〕 

〇源委員長 

挙手全員により当委員会としては原案どおり可

決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。(休憩 午後２時53分) 

 

【学校教育課】 

〇源委員長 

再開を告げる。(再開 午後２時55分) 

続きまして、議案第60号「令和３年度西予市一

般会計補正予算(第４号)」学校教育課所管分につ

いてを議題といたします。 

学校教育課長の説明を求めます。 

〇滝澤学校教育課長 

それでは、令和３年度西予市一般会計補正予算

(第４号)のうち、職員給与費を除く、学校教育課

所管分につきまして御説明申し上げます。 

まず、歳入から御説明申し上げます。予算書の

９ページをお開きください。 

14款国庫支出金、2項国庫補助金、7目教育費国

庫補助金、6節教育総務費国庫補助金396万円の増

額となっております。この増額は、ＧＩＧＡスク

ール構想推進に係るＧＩＧＡスクールサポーター

配置に伴う公立学校情報機器整備費国庫補助金、

ＧＩＧＡスクールサポーター配置促進事業の内定

通知を受けての歳入計上となります。 

続きまして、これに関連いたします歳出につい

て御説明申し上げます。予算書は30ページとなり

ます。 

10款教育費、1項教育総務費、2目事務局費です

が、先ほど御説明申し上げました公立学校情報機

器整備費国庫補助金、ＧＩＧＡスクールサポータ

ー配置促進事業の396万円を充当しています。一

般財源については、職員給与費 (教育総務

費 )144万 4000円の増額計上分を差引き 251万

6000円が減額となっております。 

続きまして、31ページをお開きください。 

10款教育費、2項小学校費、2目教育振興費、小

学校義務教育教材購入事業52万8000円の減額です

が、32ページの10款教育費、3項中学校費、2目教

育振興費、中学校義務教育教材購入事業25万

8000円の減額と関連がございますので一括して御

説明申し上げます。これは、令和２年度学校保健

特別対策事業費補助金感染症対策等の学校教育活

動継続支援事業の実施に伴い、当初予算に計上し

た一部教材備品の購入予算について、令和２年度

３月補正予算にて、前倒しで予算計上を行ったこ

とにより二重の計上となっている予算を減額する

ものです。 

以上、説明とさせていただきます。御審議のほ

どよろしくお願いいたします。 

〇源委員長 

滝澤課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

〇森川委員 

二重の予算ということですが、いっぺん予算組

んどって、また予算を組んだということですか。 

〇源委員長 

暫時休憩を告げる。(休憩 午後２時58分) 

〇源委員長 
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再開を告げる。(再開 午後３時00分) 

〇滝澤学校教育課長 

前年度予算を組んでおりましたが、３月の補正

予算で計上するということになりまして、二重の

計上となっておりましたところを今回調整させて

いただいたということになります。 

〇源委員長 

よろしいでしょうか。 

ほかに質疑はありませんか。 

 〔発言する者なし〕 

〇源委員長 

以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 

議案第60号「令和３年度西予市一般会計補正予

算(第４号)」学校教育課所管分について、原案に

賛成の委員の挙手を求めます。 

 〔賛成者挙手〕 

〇源委員長 

挙手全員により当委員会としては原案どおり可

決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。(休憩 午後３時01分) 

 

【生涯学習課】 

〇源委員長 

再開を告げる。(再開 午後３時04分) 

〇源委員長 

議案第60号「令和３年度西予市一般会計補正予

算(第４号)」生涯学習課所管分についてを議題と

いたします。 

生涯学習課長の説明を求めます。 

〇竹内生涯学習課長 

議案第60号「令和３年度西予市一般会計補正予

算(第４号)」のうち、生涯学習課所管分について、

予算書に基づいて御説明いたします。 

予算書32ページを御覧ください。 

10款教育費、5項社会教育費、1目社会教育総務

費において放課後子どもプラン事業における委託

料44万5000円を増額で計上しております。これは、

宇和町の田之筋小学校区で、平成30年度から住民

団体に委託して実施しております田之筋放課後子

ども教室について、平日の放課後だけでなく夏季

休業中などの長期休業時においても教室を実施す

るための経費を、団体への委託料の増額分として

計上するものです。 

放課後子ども教室は、学校の放課後等に安全安

心な活動場所を設け、地域住民の参画を得て様々

な活動を行い、子どもたちが地域社会の中で心豊

かで健やかに育まれる環境づくりを推進するもの

でございます。今回の長期休業時の教室について

は、地元の放課後子ども教室実行委員会が学校や

保護者から要望を受ける形で、この夏から実施す

るよう計画をしたものでございます。 

田之筋地区は、今年度、地域づくり活動センタ

ーのモデル地区として地域任用職員も配置される

など、地域の皆さんが一体となって地域づくりへ

まとまっていく中で、地域課題の一つとして強く

危機感を持たれながら、この夏から長期休業時、

放課後子ども教室に取り組もうとされています。

市内でも初めてとなる長期休業時子ども教室の実

施ということで、試験的運用という意味合いも込

め、夏季休業、冬季休業、学年末休業の土日祝日、

年末年始を除く平日のうち、週３日程度、１日８

時間の教室運営スタッフの謝金や新規スタッフの

スポーツ保険等に充てるための予算としておりま

す。 

当課としましては、本年の運用実績を踏まえ、

次年度に向けて、改めて運営団体とともに予算の

検討を進めてまいりたいと考えております。 

続いて、次の33ページをお開きください。 

同じく、5項社会教育費のうち、2目公民館費に

おいて魚成公民館維持管理事業における工事請負

費271万7000円を増額で計上しております。魚成

公民館の空調設備につきましては、事務室系統、

多目的ホール系統、会議室系統の三つの系統から

なる集中管理となっております。このうち、事務

室系統では、事務室、ロビー、農事研修室、図書

交流館分館部分を管理しておりますが、前年度末

頃から、この系統が作動しなくなり、冷え込む日

には、各部屋にストーブを設置し対応してきたと

ころでございます。事務室につきましては、令和

２年度の予算内流用により改修を行うことが出来

ましたが、利用頻度が高い農事研修室につきまし

て、今回、同室の空調設備２基を優先的に改修し

たいと考えております。近年、夏場の異常な暑さ

が続いておりまして、各種団体の会合や貸館など、

利用頻度の高い同室の空調設備は必須であり、早

急に対応する必要があると考えております。 

当課関係は、以上２件でございます。よろしく

御審議の上、御決定くださいますようお願い申し

上げます。 
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〇源委員長 

竹内課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

〇森川委員 

32ページの放課後子どもプラン事業ですが、子

どもは大体何人ぐらいおるんですか。 

〇竹内生涯学習課長 

田之筋の小学校児童数が80名となっておりまし

て、このうち登録児童数は54名となっております。

長期休業も同じ程度を想定しているところでござ

います。 

〇源委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

〇河野委員 

今の田之筋小の関係ですけれども、この夏から

の実施ということを言われたんですけど、この

44万5000円、夏の休暇、夏休みの間だけの予算で

しょうか。話の中で冬もしたいという話だったん

ですが、そうなるとまた冬には冬で補正を組まれ

るということでいいんでしょうか。 

〇竹内生涯学習課長 

このたび要求をいたしております予算につきま

しては、年間通じての予算となります。 

〇源委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

〇河野委員 

魚成公民館の維持管理事業ですけれども、事務

室系統、機器が傷んどるということですけれども、

事務室と農事研修室は今言われたんですけど、あ

とホールとか図書室とか、そこら辺の機器、冷暖

房は大丈夫なんでしょうか、教えていただいたら

と思います。 

〇伊井城川教育課長 

ただいまの質問についてですが、図書室並びに、

多目的ホールにつきましては、現在稼働しており

ますので問題はないんですが、図書室につきまし

ては、事務室系統となっておりまして、こちらも

改修を要しております。しかし、今後の自治セン

ター化におきまして、自治センターの改修工事の

中で修繕をしていくという考えもあります。それ

については、この自治センター化の中で、図書室

を事務室にするという案が出ておりますので、そ

ういうプランがありまして、そちらで、今後の改

修計画を考えております。 

〇源委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

〇井関副委員長 

先ほどの放課後子どもプラン事業に戻るんです

けども、これ試験的な運用ということを言われま

したが、ほかの地域からもこういう要望が上がっ

ているんでしょうか。 

〇竹内生涯学習課長 

ほかの地域からは上がってはおりません。現状

としては。 

〇井関副委員長 

試験的運用ということですのでこれが成功すれ

ばほかの地域からも当然要望が上がってくるんじ

ゃないかなと思うんですが、それに対して、全て

の事業ができるものかどうか、予算的にですよ。

そこの辺はどうですか。 

〇竹内生涯学習課長 

まず御説明しておきますけれども、この試験的

運用というのは、この長期休業時の対応という意

味もございますが、まずこの田之筋地区が、当初

要求は週５日フルにやりたいという御希望がござ

いました。その中で、いろんな御検討いただいた

中で３日としてこの田之筋地区の試験的運用とし

て今年取り組んでみようと３日でやってみようと

いうことになり、来年に向けては、この運用結果

をまた踏まえて、フルにできるかどうかというの

を、また私どもと検討をさせていただこうという

意味でございます。 

また、ほかの地域からの要望があった場合でご

ざいますけれども、今ちょうど(福祉的な)児童福

祉の観点で、放課後子どもクラブがございます。

放課後子どもクラブについては、これは当然御存

じのとおりだと思いますが、保護者等が日中おら

れない、面倒がなかなか見れないという部分の児

童を対象にした、いわゆる先ほど申しました児童

福祉的な視点で取り組む事業でございますけれど

も、そちらの事業につきまして、12校区のうち、

惣川・大野ヶ原を除く全校区で、そちらが体制が

整っている状況がございます。  

ですので、こちらの放課後子ども教室について、

この少子化という状況もございますけれども、多

くのニーズが生まれてくるというような要望があ

る、発生するということはあまり想定はしており

ません。今回の事業がモデルとなって、ほかの地

域も刺激を受けて、もし手が挙がってくるような
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ことがございましたら、補助金のバランス等も踏

まえて、また理事者とも地域とも協議をしてまい

りたいと思っております。 

〇酒井委員 

今のビジョン計画でしたら44万5000円は、年間

通したら少ないんじゃないですか。そんなんでボ

ランティアの傾向で出られる方が多くなるんじゃ

なかろうかと。そしてそれで維持していくのか、

それとも先ほどちらっとしたのが、地域づくり活

動センターの中に組み込んでやられるような予定

なのか、その点お尋ねしたい。 

〇竹内生涯学習課長 

まずこのスタッフの人員の関係でございますけ

れども、１日４名の方が配置されるような予算で

組まれているようで積算をされておられるようで

す。こちらとしては要望を受けて、対応を今回さ

せていただいたというところでございます。 

あと地域づくり活動センター、その団体事業と

の兼ね合いですけれども、そちらからも、一定の

支援をしながらこの事業運営をされていくような

ことを聞いております。 

〇酒井委員 

４名で、その１年間で、だから先ほど言いまし

たように、ボランティア的な要素が非常に強くな

るんじゃないかということで、私は感じます。そ

してその44万5000円のこれの内訳を出してもらっ

て、日数や４名出られて、そういうものを積算さ

れておる考え方からいえば非常に厳しいんじゃな

いかと思うんですが、その点はいかがでしょうか。 

〇竹内生涯学習課長 

ちょっと説明が足りない部分がございました。

これは、１日300円の参加費を徴収されます。で、

30万円近くを年間の自主財源というふうなことで

予定として充てられます。ですので、今回の事業

費全体で言いますと73万8000円程度というような

積算をされております。 

〇源委員長 

暫時休憩を告げる。(休憩 午後３時20分) 

〇源委員長 

再開を告げる。 (再開 午後３時22分) 

ほかに質疑はありませんか。 

 〔発言する者なし〕 

〇源委員長 

それでは以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 

議案第60号「令和３年度西予市一般会計補正予

算(第４号)」生涯学習課所管分について、原案に

賛成の委員の挙手を求めます。 

 〔賛成者挙手〕 

〇源委員長 

挙手全員により当委員会としては原案どおり可

決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。(休憩 午後３時23分) 

 

【消防本部】 

【消防総務課】 

〇源委員長 

再開を告げる。(再開 午後３時39分) 

ここからは消防本部の審査となります。 

審査に先立ちまして、酒井消防長より御挨拶を

頂戴したいと思います。 

〇酒井消防本部消防長 

挨拶を行う。 

〇源委員長 

ありがとうございました。 

それではただいまより、議案第60号「令和３年

度西予市一般会計補正予算(第４号)」消防総務課

所管分を議題といたします。 

消防総務課長の説明を求めます。 

〇宇都宮消防総務課長 

それでは、議案第60号「令和３年度西予市一般

会計補正予算(第４号)」消防本部所管分について、

説明させていただきます。  

今回の補正は、消防団施設整備事業と消防本部

署建設事業の２事業に係る補正を行うものでござ

います。 

それでは、予算書の８ページをお開き願います。 

歳入歳出補正予算事項別明細書の歳出の分でご

ざいますが、9款消防費、補正前の額は 13億

2797万9000円でございまして、今回の補正額の

1億1696万5000円を増額させていただき合計14億

4494万4000円になるものでございます。 

財源内訳といたしましては国県支出金を733万

9000円、地方債を9440万円、一般財源が1522万

6000円となるものでございます。 

今回の補正額のうち、消防本部所管分の詳細に

つきまして御説明させていただきます。予算書の

29ページをお開きください。 

9款消防費、1項消防費、2目非常備消防費、補

正前の額は1億6649万3000円、補正額873万6000円
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を増額し1億7522万9000円になるものでございま

す。 

補正額の財源内訳につきましては、国庫支出金

が733万9000円、一般財源が139万7000円でござい

ます。これは、当初予算において、消防団活動に

使用するＩＰ無線を一般財源で購入予定でしたが、

申請しておりました消防団設備整備費補助金の内

定がありましたので、補助メニューに合わせて、

ＩＰ無線付きデジタル簡易無線を購入することと

して、備品購入費及び使用料に係る消防団管理運

営事業1348万8000円を計上するものであります。

これにより、災害等における消防団相互の情報伝

達強化が図られるとともに、国庫補助を活用する

ことによる財政負担の軽減が図られることとなり

ます。 

続きまして、29ページの3目消防施設費の補正

前の額は1億1557万1000円で、補正額1億534万

9000円増額いたしまして2億2092万円になるもの

でございます。補正額の財源内訳につきましては、

地方債を9440万円、一般財源1094万9000円でござ

います。 

これは消防本部署庁舎の土地購入費１億528万

9000円と、それに伴う消耗品費6万円を合わせま

して、消防本部署庁舎建設事業1億534万9000円を

計上するものであります。 

次のページの4目災害対策費につきましては、

危機管理課の所管事務でございますので、説明を

省略させていただきます。 

以上、令和３年度西予市一般会計補正予算(第

４号)消防本部所管分についての説明とさせてい

ただきます。御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

〇源委員長 

宇都宮課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

〇源委員長 

暫時休憩を告げる。(休憩 午後３時42分) 

〇源委員長 

再開を告げる。(再開 午後３時44分) 

質疑はありませんか。 

〇酒井委員 

念願である消防本部の建て替えでございますけ

れども、また議会の中にも特別委員会を設置して

おりますので、その辺りも含めまして執行部的な

場所を選定していただきまして、そしてすばらし

い消防本部を建て替えしていただきますようお願

い申し上げまして、意見といたします。 

〇宇都宮消防総務課長 

ただいま酒井委員から言われたとおり、今後は、

建設課をはじめ、関係所管や庁舎改築推進委員会

で協議しながら検討していきたいと考えておりま

す。 

〇源委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

 〔発言する者なし〕 

〇源委員長 

以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 

議案第60号「令和３年度西予市一般会計補正予

算(第４号)」消防総務課所管分について、原案に

賛成の委員の挙手を求めます。 

 〔賛成者挙手〕 

〇源委員長  

挙手全員により当委員会としては原案どおり可

決することに決しました。 

〇井関副委員長 

それでは、本日予定されておりました当委員会

に付託されました議案審査は全て終了いたしまし

た。 

これにて令和３年第２回定例会総務常任委員会

を閉会いたします。 

 

 

閉会 午後３時46分 

 

 

 

 

 

 

 

 西予市議会委員会条例第30条第１項の規定によ

りここに署名する。 

 

 

   西予市議会総務常任委員長 

 

 


